
【市町】
・八王子市都市計画部交通企画課 042-620-7303
・立川市都市整備部都市計画課 042-523-2111（内線2366）
・武蔵野市都市整備部

まちづくり推進課 0422-60-1872
・三鷹市都市再生部まちづくり推進課 0422-45-1151（内線2454）
・青梅市都市整備部土木課 0428-22-1111（内線2585）
・府中市都市整備部計画課 042-335-4335
・昭島市都市計画部都市計画課 042-544-5111（内線2262）
・調布市都市整備部まちづくり推進課 042-481-7587
・町田市道路部道路政策課 042-724-1124
・小金井市都市整備部都市計画課 042-387-9859
・小平市都市開発部道路課 042-346-9828
・日野市まちづくり部都市計画課 042-514-8369
・東村山市まちづくり部

都市計画・住宅課 042-393-5111（内線3712）
・国分寺市まちづくり部

まちづくり計画課 042-312-8664
・国立市都市整備部都市計画課 042-576-2111（内線361）
・福生市都市建設部まちづくり計画課 042-551-1511（内線2813）
・狛江市都市建設部まちづくり推進課 03-3430-1111（内線2543）
・東大和市まちづくり部都市づくり課 042-563-2111（内線1255）
・清瀬市都市整備部都市計画課 042-492-5111（内線3214）
・東久留米市都市建設部道路計画課 042-470-7777（内線2715）
・武蔵村山市都市整備部都市計画課 042-565-1111（内線272）
・多摩市都市整備部都市計画課 042-338-6856
・稲城市都市建設部まちづくり計画課 042-378-2111（内線322）
・羽村市まちづくり部都市計画課 042-555-1111（内線287）
・あきる野市都市整備部交通政策課 042-558-1111（内線2742）
・西東京市まちづくり部都市計画課 042-438-4050
・瑞穂町都市整備部都市計画課 042-557-0599
・日の出町まちづくり課 042-588-5114

・東京都都市整備局都市基盤部
街路計画課 03-5388-3379

【特別区】
・千代田区環境まちづくり部

景観・都市計画課 03-5211-3610
・中央区環境土木部管理調整課 03-3546-5420
・港区街づくり支援部土木課 03-3578-2217
・新宿区都市計画部都市計画課 03-5273-3547
・文京区都市計画部都市計画課 03-5803-1239
・台東区都市づくり部

都市計画課 03-5246-1363（内線3911）
・墨田区都市計画部都市計画課 03-5608-2827（内線3909）
・江東区都市整備部都市計画課 03-3647-9454
・品川区都市環境部都市計画課 03-5742-6760
・目黒区都市整備部都市計画課 03-5722-9725
・大田区まちづくり推進部

都市計画課 03-5744-1333
・世田谷区道路・交通計画部

道路計画課 03-6432-7935
・渋谷区土木部企画管理課 03-3463-3114
・中野区都市基盤部都市計画課 03-3228-8964
・杉並区都市整備部土木計画課 03-3312-2111（内線3425）
・豊島区都市整備部都市計画課 03-4566-2632（内線2632）
・北区まちづくり部都市計画課 03-3908-9152
・荒川区防災都市づくり部

都市計画課 03-3802-3111（内線2815）
・板橋区都市整備部都市計画課 03-3579-2548
・練馬区都市整備部交通企画課 03-5984-1328
・足立区都市建設部都市建設課 03-3880-5160（内線2223）
・葛飾区都市整備部道路建設課 03-5654-8389（内線2572）
・江戸川区土木部計画調整課 03-5662-8389（内線3253）

令和７年12月

東京都・特別区・26市２町

皆様の御意見・御提案をお寄せください。
・お寄せいただいた御意見・御提案は、整備方針策定のための参考とさせていただきます。頂い
た御意見及びこれに対する考え方については、ホームページで公表いたします。御意見等の原
文は公表いたしません。また、個人を特定した誹謗・中傷であると判断される御意見等につい
ては公表いたしません。様式は自由です。可能な限り、年齢、お住まいについてお知らせくだ
さい。個人情報は記載しないよう御留意ください。
・締切りは、令和８年１月30日（金曜日）です。（郵送は当日消印有効）
・御意見等は、窓口、郵送、FAX、メール及びフォームメールにてお受けいたします。
●窓口・郵送 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

東京都庁 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
●FAX 03-5388-1354
●メール S0000179@section.metro.tokyo.jp
●フォームメールは、右記QRコードからアクセスしてください。

・詳しくは、下記URL又は右記QRコードから東京都HPを御覧ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kotsu_butsuryu/doromou/keikaku_doro/seibihoushin_ann

現在事業中の路線に加え、本整備方針で選定した約157kmの優先整備路線が完成すると、
都市計画道路の完成率は約８割に達し、骨格幹線道路網がおおむね形成されます。これに
首都圏三環状道路を加えた東京の骨格的な道路ネットワークが概成すると、自動車交通の
偏りが解消され、これまで重交通を担っていた幹線道路においても歩道を広げることが可
能となります。また、多くの人が集うターミナル駅周辺などでは、人中心の視点に立った
新たなニーズが更に高まることが見込まれます。

今後は、道路に求められるニーズの多様化に対応するため、完成した幹線道路を含め、
備えるべき広域的な交通機能を適宜検証するとともに、概成道路についてはその整備手法
の検討などを進めます。

▲東京都HP▲フォームメール

〔インセンティブ制度による整備イメージ〕

〔立体都市計画制度による整備イメージ〕



出典：東京都HP
出典：国土交通省,2040年道路の景色が変わる

都市計画道路の計画的かつ効率的な整備の
推進により、東京の都市計画道路は約半世紀
で約900kmが整備され、令和５年度末時点で
都市計画道路延⾧約3,200kmのうち約65％の
約2,100kmが完成しています。

これまで考慮してきた視点に加え、「都市の強靭化」などの強化する視点と「魅力的な
歩行者空間の創出」などの新たな視点が求められます。

東京都、特別区及び26市２町は、基本理念と基本目標の実現に向けて、都市計画道路
ネットワークの形成・充実及び新たなニーズに応じた道路空間の再編に取り組みます。

※1 幹線街路：都市内におけるまとまった交通を受け持つ道路のことです 。本整備方針では自動車専用道路及び直轄国道は検討対象外としました。
※2 都市計画道路等：都市計画道路でなくても、道路や公園等の都市計画施設と一体的又は連続的な空間を形成することで、地域資源の魅力向上に寄与

する道路等も対象としました。
※3 事業着手：都市計画法第59条による都市計画事業の認可など、各法律によるものとしています。

未着手の都市計画道路（幹線街路※1）を対象に、「優先整備路線」、「廃止候補路
線」、「計画内容再検討路線」を位置付けるとともに、新たに整備が求められる箇所を
示します。また、完成済の都市計画道路等※2を対象に、道路空間の再編を都内に展開す
るための先導的なモデルケースとして「リーディング路線」を選定します。

計画期間は、令和８年度から令和22年度までの15年間と定めます。なお、社会情勢の
変化等に対応するため、計画期間内の中間年次において必要な検証を行っていきます。

今後の道路整備を検討する上では、激化する国際競争、気候危機の深刻化、人口減少と
少子高齢化、道路に求められるニーズの多様化など東京を取り巻く社会情勢の変化を考慮
する必要があります。



●●●●1 骨格幹線道路網の形成

●●●2 交通処理機能の確保

●●●●3 物流ネットワークの形成

●4 広域的な災害対応機能の強化

●5 延焼遮断機能の向上

●●●6 持続可能な地域公共交通等の実現

●7 つながり・まとまる緑豊かな空間の創出

●8 あらゆる災害に対する地域の防災力向上

●9 命を守る道路ネットワークの形成

●●●10 地域の魅力的な拠点の形成

広域的な都市間の連携強化 道路網の拡充によるアクセス強化
例:神奈川県（相模原市方面）との連携強化 例:羽田空港周辺地域における道路網の拡充

検証項目１から10までに照らし、各区間の検証を行った結果、いずれかの項目に該当する
区間は、必要性が高いと評価しました。いずれの項目にも該当しない10路線（区間）約３km
は、必要性が低いと評価し、「廃止候補路線(区間)」に位置付けます。今後、都市計画道路
を廃止した際の地域のまちづくりへの影響などを確認した上で、計画廃止など必要な都市計
画の変更を行っていきます。

必要性が高い都市計画道路の中には、様々な事由により、計画幅員や構造など都市計画の
内容について検討を要する路線があります。こうしたことから、以下に示す特別な事由に該
当する20路線（区間）約29km を「計画内容再検討路線（区間）」として位置付けます。

今後、これらの「計画内容再検討路線（区間）」については、各路線の課題の解決に向け
て、必要に応じて地域住民の意見の把握に努めながら検討し、道路線形、幅員、構造などの
方向性が定まった段階で必要な都市計画の変更や事業化に向けた準備を進めていきます。

※地域に関わる項目については、上記以外にも各区市町がそれぞれ設定した評価指標があります。

検証項目に示した番号は検証順位を示すものではありません。

都
全
域
に
関
わ
る
項
目

検証項目
基本目標

地
域
に
関
わ
る
項
目

未着手の都市計画道路の必要性を検証するに当たり、道路ネットワークとしての機能に
着目し、四つの基本目標を基に10の検証項目を設定しました。このうち、検証項目１から
５までは 都全域（広域）に関わる項目 として都内共通の評価指標により東京都が検証し、
検証項目６から10までは 地域に関わる項目として検証項目の考え方に基づき、地域の実情
を踏まえてきめ細かな評価を行うため、各区市町が評価指標を設定し、主体的に検証しま
した。

道路整備の基本目標に掲げた都市の強靭化、人やモノの自由な移動などを実現するため
には、広域的な都市間の連携強化及び道路網の拡充によるアクセス強化を図ることが重要
です。こうした観点から、新たに都市計画道路の整備が求められる箇所を示します。今後、
都市計画道路の新規決定に向けて、関係機関と連携しながら検討を進めていきます。



各路線延⾧は目安であり、
都市計画変更の延⾧とは異なる場合があります。



優先整備路線の選定に当たっては、道路整備の四つの基本目標を踏まえ、整備効果、重要
性及び緊急性を考慮し、広域的な視点と地域的な視点から六つの選定項目を設定しました。

優先整備路線の選定は、東京都と区市町の適切な役割分担の下で行いました。都施行路線
については、広域的な視点による選定項目に複数該当する路線を基本とし、事業の継続性や
整備の順序、関連事業の状況などを踏まえて総合的に評価しました。区市町施行路線につい
ては、地域的な視点による選定項目に該当する路線の中から、まちづくりの取組状況など各
区市町の実情を踏まえて選定※しました。

必
要
性
が
高
い
路
線

●●●●
都市構造の骨格と
なる道路ネット
ワークの形成など

1 骨格幹線道路網の
形成

●安全な避難路の
確保 など

緊急輸送網の
拡充・強化 など2 首都東京の強靭化

●●●
暮らしを支える
地域公共交通の
充実 など

道路交通の円滑化
など

3 スムーズな道路網の
形成

●
歩行者、自転車等
の安全な通行空間
の確保 など

生活道路への通過
交通流入の抑制
など

4 誰もが安全に
暮らせるまちづくり

●●拠点間の連携強化
など

円滑な物流の確保
など5 国際競争力の強化

●●●●
集約型の持続可能
なまちづくり
など

6 持続可能な地域の
まちづくりへの貢献

地域的な
視点

広域的な
視点

優先整備路線の
選定項目

道路整備の基本目標

※地域の実情に応じて、幹線街路以外の区画街路や交通広場なども含めて選定しました。

これまでの取組により、都市計画道路の整備は着実に進捗しています。一方、社会情勢
の変化に伴い、土地の細分化による関係権利者の増加など整備を進める上での課題が生じ
ています。また、建設業の担い手の減少等による今後の道路整備への影響も懸念されます。

都では、こうした課題に対応し、道路整備を着実に推進するため、各段階において、業
務の効率化を図るとともに、執行体制の強化や新たな施策の導入検討など、整備促進に取
り組んでいきます。

計画期間（令和８年度から令和22年度まで）で優先的に整備すべき「優先整備路
線」を示します。選定された優先整備路線については、計画期間内で優先的に事業に
着手していきます。

優先整備路線に選定しなかった路線についても、以下のような場合には、計画期間
内に事業化することがあります。

※その他施行とは、市街地開発事業によるものをいいます。表中の計数については、端数処理をしています。



その他施行

区施行

東京都施行

※ここで示す延⾧は目安であり、事業化時の延⾧などとは異なる場合があります。
※令和７年度中に事業着手する予定の路線は優先整備路線の一覧には含めていません。
※延⾧は端数処理をしています。



その他施行

市町施行

東京都施行

※ここで示す延⾧は目安であり、事業化時の延⾧などとは異なる場合があります。
※令和７年度中に事業着手する予定の路線は優先整備路線の一覧には含めていません。
※延⾧は端数処理をしています。



ここで示す延⾧は目安であり、都市計画変更の延⾧とは異なる場合があります。

都市計画道路は、計画幅員で整備することが原則です。一方で、令和元年に策定し
た「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」では、建築制限の⾧期化
を背景に、第四次事業化計画において優先整備路線等として選定されなかった未着手
の都市計画道路のうち、計画幅員までは完成していないものの、現況幅員が一定の幅
員を満たす概成道路について、拡幅整備の有効性の検証を行いました。

本整備方針においても、建築制限の⾧期化に対応するため、基本方針で検証を行っ
た概成道路のうち、第五次事業化計画において優先整備路線等に選定されなかった路
線を対象に、基本方針の検証方法を踏まえつつ更なる検証を実施しました。

都市計画道路の区域内では、将来における事業の円滑な施行を確保するため、建築物の
建築に一定の制限が設けられています。⾧期間にわたり事業が実施されない場合、地権者
が土地を有効に利用できないといった課題があることから、負担軽減策として、都内の都
市計画道路の区域内では、都市計画法で認められている２階建てまでの建築の許可基準を
緩和し、３階建ての建築を可能とするなど、建築制限を緩和しています。

平成28年以降、都内の３階建て以上の着工棟数（木造、鉄骨造及びコンクリートブロッ
ク造）は横ばいで推移し高層化のニーズが高まっていないことや、４階建て以上の建築物
は、準防火地域においても、より堅固な構造となる耐火建築物等にしなければならず、円
滑な事業の施行に支障をきたすおそれがあることを踏まえ、現行の３階建てまでの緩和基
準を継続することとしました。

鉄道等が並行し、将来も沿道利用が見込まれない場合、歩道を片側のみに設置した
幅員で現道を評価するなど、沿道利用の実態に応じて概成道路の検証を行った結果、
以下の路線を概成道路の計画の変更（現道合わせ）候補路線とします。



※再編を進める路線や箇所を示した写真ではありません。

道路空間の再編とは、回遊性や滞在の快適性の向上などの多様化するニーズ、次世代モ
ビリティの社会実装といった技術革新などに応じて、道路空間の再配分や幅員構成の見直
しを行うことで、地域にゆとりやにぎわい等の新たな付加価値を生み出す取組です。

出典：国土交通省,
ウォーカブルポータルサイト

出典：WHILL株式会社HP

出典：トヨタ自動車ＨＰ

出典：国土交通省,ウォーカブルポータルサイト

リーディング路線は、回遊性の向上やにぎ
わい・滞留空間の創出など、ウォーカブルな
道路空間が求められており、かつ、道路ネッ
トワークの整備が進んでいる地域の中から選
定します。また、道路空間の再編の実施に当
たっては、道路管理者と地元自治体、地域団
体等との密接な連携が必要となることから、
地元自治体の意向を確認しました。

国際都市としての東京の魅力向上及び地域のニーズに応じたまちづくりを促進する
ため、完成済の都市計画道路等を対象に、回遊性の向上やにぎわい・滞留空間の創出
など、ウォーカブルな道路空間が求められる路線※を抽出しました。

円滑な自動車交通の確保や安全で快適な歩行
空間の形成に向けて、周辺道路のネットワーク
の形成状況や、「駐車場地域ルール」の策定が
可能なエリアであるかどうかを確認しました。

地元自治体が進めるウォーカブルなまちづくりに向けた取組状況や、地元自治体の
意向を確認しました。



※完成又は事業中の道路を と、概成又は未整備の道路を と表記しています。

※1 ビ：ビジネス拠点、観：観光地周辺、タ：ターミナル駅
※2 検討主体は原則として、 視点１は道路管理者、視点２は地元自治体としました。


